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養護教諭およびスクールカウンセラーとの連携・協働に対する
公立小・中学校教諭の評価

○橋本博文（安田女子大学） 前田 楓＃（安田女子大学）

キーワード：「チームとしての学校」，チーム援助，心理教育的援助サービス

問 題

近年，複雑化・多様化する学校教育現場の諸課

題に対応すべく，学校教職員の立場や役割を明確

にすると同時に，「チームとしての学校」（文部科

学省 ）を具現化していく必要があるとされ

ている。校長のリーダーシップの下で，学校教諭

間の連携を推進するとともに，専門スタッフとの

協働にも力を入れることで，学校が抱える諸課題

に対応できる体制づくりを模索しているのが現状

といえる。こうした連携・協働が奏功するか否か

は，まさに「チームとしての学校」において中核

となる教諭にかかっている。その意味において，

学校教育現場に身を置く現職の教諭が，教諭間連

携やスクールカウンセラー（以下， ）をはじめ

とする他業種の専門スタッフとの協働についてど

のように評価しているのかを定量的に押さえてお

くことは，これからの連携・協働のあり方を考え

るうえで重要な作業となるはずである。

従来の学校心理学研究においても，さまざまな

教諭間連携ないし専門スタッフとの協働のあり方

について議論がなされてきたが（例えば，石隈，

），いずれも定性的な議論を中心に据えた研究

が多く，定量的な意味において現職の教諭が学校

教職員間の連携・協働のあり方をどのように評価

しているのかを分析しようとした研究は少ない。

本研究の目的は，これからの「チーム学校」時代

において重要な存在を担うと考えられる養護教諭

と に焦点をあわせつつ，養護教諭や との連

携・協働について，現職の教諭がどのように評価

しているのかを定量的に明らかにすることにある。

方 法

調査対象者 公立小・中学校教諭からの多様な意

見を可能な限り広く収集するために，クロス・マ

ーケティング社に委託するかたちでインターネッ

ト調査を実施した。調査対象者は，公立小・中学

校の教諭 名（男性 名，女性 名 平均年

齢 歳）であった。

各連携・協働への評価 教諭と養護教諭や との

連携・協働のあり方には多様なかたちがあるが，

本研究では， ）養護教諭や を頼りにすること

なく教諭のみが問題を抱える児童生徒への援助に

取り組む「連携・協働なし（教諭からの援助のみ）」，

）養護教諭や が教諭に対して援助を行い，教

諭が問題を抱える児童生徒を援助するという「コ

ンサルテーション型連携・協働」， ）養護教諭や

がそれぞれの役割を担いつつ，必要に応じて教

諭に協力を依頼するという「コーディネーション

型連携・協働」， ）教諭と養護教諭ないし とが

チームを組み，役割分担をしつつそれぞれが援助

にあたるという「コラボレーション型連携・協働」

の計四形態を取り上げ，各連携・協働のあり方に

ついて図と簡潔な一文で調査対象者に提示したう

えで，それぞれの形態が問題を抱える児童生徒に

対してどの程度有効な支援を提供できると思うか

を 件法（ 「まったくそう思わない」～ 「非

常にそう思う」）で評定させた。小学校・中学校に

おける勤続年数や，教諭が現在勤務している学校

種及び学校の規模についても回答を求めた。

結 果

本研究の調査対象者である公立小・中学校教諭

はコーディネーション型連携・協働（養護教諭と

の連携 との協働

）やコラボレーション型連携・協

働（養護教諭との連携

との協働 ）についてはそう

した援助の有効性を評価する一方で，コンサルテ

ーション型連携・協働については，問題を抱える

児童生徒に対して有効な支援をもたらすものと評

価していなかった（養護教諭との連携

との協働 ）。

考 察

本研究の結果は，コンサルテーション型連携・

協働にみられるような養護教諭や からのいわ

ば「一方向的な」援助のあり方を，教諭は実際に

は望んでいない可能性を示唆している。「チーム学

校」時代として形容される現在，養護教諭や

をはじめとする教職員間あるいは他業種の専門ス

タッフとの連携・協働体制の整備・充実は不可欠

である。養護教諭や に限らず，多くの関係者が

チーム援助に加わることで，有益な心理教育的援

助サービスのあり方を考える視点が多様になるこ

とは間違いない。今後は，現職の教諭にとって，

いかなる連携・協働が有益な支援につながると評

価されるかという点のみならず，「なぜ」そうした

教諭の評価が生まれるのか，あるいはいかなる要

因が連携・協働の推進に肯定的に働きうるのか等

についても定量的に分析し，実証データにもとづ

く議論を進めていく必要がある。
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秩序維持の意識と障害理解教育の関係
―合理的な配慮へのためらいを 分析で読み解く―

今野博信（学泉舎）

キーワード：特別支援教育，学級秩序，教職課程履修学生

問題と目的

障害をもつ児童生徒に対しては，合理的な配慮

をすることで，当人の人権や自由が「他の者と平

等に（障害者の権利に関する条約第二十四条）」確

保されることが求められている。学校における合

理的な配慮の例としては，（ア）教員，支援員等の

確保，（イ）施設・設備の整備，（ウ）個別の教育

支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育

課程の編成や教材等の配慮などが，文部科学省に

より示されている。

一方，教職課程の授業においては，学級や授業

における秩序維持を重視する観点から，こうした

特定の個人対する特別な対応についての不安を表

明する受講学生もいる。つまり，障害をもつ児童

生徒に対応するだけでは不充分で，周囲の児童生

徒に「特別感」を与えないようにする必要がある

という主張である。

そうした考え方の根底には，秩序維持に対して

の絶対的で優越的な意味づけが感じられる。学生

におけるこうした傾向を，社会人と比較し検討す

ることを，本研究の目的とした。

方 法

学生４名と，社会人３名に調査協力を頼んだ。

学生は教職授業（筆者が非常勤で担当している教

職専門科目）の受講学生３名と，未受講学生１名

で，男子３名女子１名であった。社会人は，４０

代男女１名ずつ，６０代男性１名であった。

個別にＰＡＣ分析をした。個人情報保護などを

説明し，了承を得た。実施は２０１９年２月と３

月であった。刺激文として，下記の文章をノート

ＰＣの画面に示し，ゆっくり読み上げた。

あなたは，秩序を保つことの意味で使われてい

る「秩序維持」について，どのような印象をもっ

ていますか。それが必要とされる状況や，その行

き過ぎが懸念される状況など，前提条件による違

いはあることでしょう。ここでは，自分のこれま

での体験を振り返ってみて，「秩序維持」に関して

思い出される場面や，将来を想像してみて，心に

浮かんできた印象を話してください。

「秩序維持」と聞いて思い出した場面や，実際

に使われた際の感じなど，心に浮かんだままに教

えてください。聞いたままを記録します。

結果と考察

調査協力者ごとの特徴を調べるために，想起項

目と統合過程での命名に対するそれぞれのマイナ

ス評定数と，全体数との比率を算出した。

学生１と，社会人２が，秩序維持に対してネガ

ティブな印象をもっていることが示された。この

二名は共に女性であった。

学生１（上），社会人２（下）の樹形図を示した。

女性２名からは，秩序優先を理由にした他者か

らの受け容れがたい処遇を強いられた体験が語ら

れた。他の男性５名は，主に秩序を維持する側か

らの想起が見られた。障害理解教育の実践には，

弱者に寄り添う視点が必須である。社会全体の秩

序偏重気運には，男性的視点を警戒すべきである。

1)社会で生きて行くには
必要なこと,1,＋

4)乗り物の乗り方で了解されて
いることは守るべき,7,＋

6)過ごしやすい環境になる,3,＋

7)小中高の学校生活で
使われていそう,9,－

9)自分が会社に入った時に、
そこで使われている気がする,4,－

8)周りの人が秩序を守ら
ないともめる,2,＋

2)人によって価値観が違う,5,＋

3)秩序という言葉自体が
決まったものではない,8,－

5)受け止め方の違いで
悪いイメージにもなる,6,＋

小さなコトの積み重ねが
社会全体に生きている＋

相手を気遣うこと＋

人が知らないうちに
意識しているもの＋

小さい頃に集団で学んだ
ことが大きくなって生きている＋

自分の
エゴー

これだという答えがないー

相手への押し付けー

相
手
と
は
共
有
し
に
く
い
も
の
－

1)家庭や学校の厳しいきまりを
守ることに慣れた子どもは

意見を言えなくなりそう,11,－

6)自分を縛る,2,－

5)取り締まり,4,－

8)無機質,8,△

10)法律,9,△
2)きまりを守るのは大事だけど
秩序を守らせる側が行き過ぎる

と危険,10,△

4)ヒトラーの政治,1,－

3)安全でもあるが
窮屈でもある,3,△

7)変わったことが起こらない,7,△

9)何も起こらない,6,△

11)平和っていうのかな
穏やか,5,＋

間違った教育ー

警察△
よけいなお世話ー

人を守る＋

人の気持ちが
分からないー

味気ない△

平凡△ 人間味がないー

不
自
由
－

暴君ー

― 467―


